
3 広報もりやおしらせ版2012.7.25

　７月下旬に「介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書」
を送付します。平成 24年度の介護保険料年額と年金支給月ご
との徴収額が記載されていますのでご確認ください。
　また、介護保険料年額の決定に伴い、８月の仮徴収額が変更
になる場合があります。これは、仮徴収額と本徴収額で納付す
る額に大きな差が生じる方に対し、その差額を解消するため、
年金支給月ごとの徴収額を平準化する（＝毎回の徴収額をほぼ
同額になるようにする）ものです。
　10・12・２月の徴収額を納期１回当たりの平均額（下記の
例の場合 53,200÷６ 8,900 円）とし、月の仮徴収額を減額
または増額します（端数の金額がある場合は 10 月で調整）。
これにより、翌年度４・６・８月の徴収額も 8,900 円となり、
以降もおおむね 8,900 円での納付が続き、年金支給月ごとの
徴収額がほぼ同じになります。

○もし仮徴収額の変更を行わな
いと…

・・今年度４・６・８月の徴収額
が高く（安く）、10・12・２
月の徴収額が安く（高く）な
ります。
・・翌年度４・６・８月の徴収額
が安く（高く）なり、10・12・
２月の徴収額が高く（安く）
なります。

↓
　いつまでも年金支給月ごとの
徴収額にばらつきが出てしま
います。

８月の仮徴収額が変更になる方の例（介護保険料年額53,200円の方の場合）
【例１】前年度２月の納付額が10,000円のとき【例１】前年度２月の納付額が10,000円のとき

◎介護保険料の徴収方法が普通徴収（納付書での納付）の方へ　８月中旬に第３～６期分の「介護保
険料納入通知書」を送付します。詳しくは広報もりや８月 10日号でお知らせします。

前年度
平成 24年度　介護保険料 翌年度の

仮徴収額仮徴収額 本徴収額

H24. ２月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 H25. ２月 4・6・8月

10,000 10,000 10,000
変更後

変更前

6,400
↑

（10,000）

9,000
↑

（7,800）

8,900
↑

（7,700）

8,900
↑

（7,700）

8,900
↑

（7,700）

単位：円
介護保険料年額１期当たりの平均額

H24. ２月と同額 介護保険料年額から仮徴収額分を
差し引いた残額

H25. ２月と
同額

【例２】前年度２月の納付額が5,000円のとき【例２】前年度２月の納付額が5,000円のとき

前年度
平成 24年度　介護保険料 翌年度の

仮徴収額仮徴収額 本徴収額

H24. ２月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 H25. ２月 4・6・8月

5,000 5,000 5,000
変更後

変更前

16,400
↑

（5,000）

9,000
↑

（12,800）

8,900
↑

（12,700）

8,900
↑

（12,700）

8,900
↑

（12,700）

介護保険料年額１期当たりの平均額
単位：円

H25. ２月と
同額

介護保険料年額から仮徴収額分を
差し引いた残額H24. ２月と同額

平成24年度の介護保険料が決定平成24年度の介護保険料が決定
●問合先　市役所介護福祉課　介護保険Ｇ　内線172、173　　

◎介護保険料の納付方法が特別徴収（年金からの天引き）の方へ

●守谷市の介護保険料は、本人および同じ世帯の方の市町村民税課税状況や所得状況等に応じて 10段
階に分かれています（広報もりや４月 10日号に掲載）。


